
 
地域医療に関連する国の施策の主な動向について 

参考資料４ 



 
  
２．医療・介護等① 

（地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化） 

○ 高齢化が一段と進む2025 年に、どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる 
 社会を実現する。 

○ 予防接種・検診等の疾病予防や介護予防を進め、また、病気になった場合にしっかり「治す医療」と、その人らしく 
 尊厳をもって生きられるよう「支える医療・介護」の双方を実現する。 

（１）医療サービス提供体制の制度改革 

○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする 
 医療サービス提供体制の制度改革に取り組む。 

＜今後の見直しの方向性＞ 

ⅰ 病院・病床機能の分化・強化 

・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による機能強化を図るなど、病院・病床の機能分化・強化 
 を推進する。 

・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一般病棟における長期入院の適正化を推進する。 

ⅱ 在宅医療の推進 

・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療について、達成すべき目標、 
 医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより、在宅医療を充実させる。 

ⅲ 医師確保対策 

・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を強化し、医師のキャリア形成支援を通じた 
 医師確保の取組を推進する。 

ⅳ チーム医療の推進 

・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一定の行為を行う看護師の能力を 
 認証する仕組みの導入などをはじめとして、チーム医療を推進する。 

☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画に基づく 
 地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、 
 平成24 年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。 

社会保障・税一体改革大綱（抄） 
  平成２４年２月１７日 閣議決定 
 

第１部 社会保障改革 
第３章 具体的改革内容（改革項目と工程） 

1 



＜平成24 年度の主な関連施策等＞ 

○ 上記（１）～（３）を実現するため、平成24 年度では主に以下の関連施策等を実施する。 

（２）医療計画作成指針の改定等 

 ○ 平成24 年度における都道府県による新たな医療計画（平成25 年度より実施）の策定に向け、 
  医療計画作成指針の改定等を年度内に実施する。 

  ・ 医療機能の分化・連携を推進するため、医療計画の実効性を高めるよう、二次医療圏の設定の考え方 
   を明示するとともに、疾病・事業ごとのＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させるよう見直す。 

  ・ 在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制、人材確保等を記載する。 

  ・ 精神疾患を既存の４疾病に追加し、医療連携体制を構築する。 

（３）補助金等予算措置による取組の推進 
 ○ 医療サービス提供体制の強化や地域包括ケアシステムの構築に向け、補助金等必要な予算措置を行う。 
 

 ７．医療イノベーション 
 ○ 医療・介護分野は、大きな潜在需要に応えていくことで雇用を生み、また、ライフイノベーションを通じて健康分野を成長産業 
  として位置付けることで、デフレを脱却し、経済成長に結びつけることができるものである。 
 ○ 日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現するとともに、国際競争力強化による経済成長 
  に貢献することを目指す「医療イノベーション」を推進し、以下の取組を推進する。 
  ⅰ 国際水準の臨床研究実施により、日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出等の拠点となる、臨床研究中核病院 
   （仮称）等を創設する。 
  ⅱ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の体制強化や、審査等の迅速化・高度化等を促進する。 
  ⅲ 保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーションの評価等のさらなる検討を行う。 

 ☆ 予算、診療報酬改定等により推進するとともに、医療法、薬事法等の改正についても検討する。 
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医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で

切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。 

○ 都道府県は、五疾病五事業及び在宅医療ごとに、必要な医療機能と各医療機能を担う医療機関の名

称を医療計画に記載し、地域の医療連携体制を構築 

○ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住民や患者が地域の医療機能を理解 

かかりつけ医 
専 門 的 な 

治療を行う 

機    能 

介護・福祉 

サ ー ビ ス 

機 能 

回 復 期 

リ ハ ビ リ 

機   能 

療 養 を 

提 供 す る 

機   能 

救急医療の
機 能 

患者・家族 

地 域 住 民 

五疾病 
・ がん 

・ 脳卒中 

・ 急性心筋梗塞 

・ 糖尿病 

 ・ 精神疾患 

五事業 
・ 救急医療 

・ 災害医療 

・ へき地医療 

・ 周産期医療 

・ 小児医療 

 （小児救急含む） 

在宅医療 

生活習慣病の増加など 

疾病構造の変化 
医療資源（介護、福祉含む）を 

有効活用する必要性 

医療者と患者・家族との協働 

地域住民の理解 4 
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○ 各都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定。 

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに、質（医療連携・医療安全）を評価。 

○ 医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目な

く必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。 

   ※ 都道府県においては、平成２５年度からの医療計画（５か年計画）の策定作業を平成２４年度中に行う予定。 

趣旨 

○ 新たに精神疾患を加えた五疾病五事業（※）及び在宅医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供 
  推進策  
 
 

 

○ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師、看護師等の医療従事者の確保    

○ 医療の安全の確保   ○ 二次医療圏（※）、三次医療圏の設定   ○ 基準病床数の算定  等 
 
 
 

平成２５年度からの医療計画における記載事項 

※ 五疾病五事業･･･五つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と五つの事業（救急医療、災害時における医療、へき
地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））をいう。災害時における医療は、東日本大震災の経緯を踏
まえて見直し。 

医療計画制度について 医療計画制度について 

【 医療連携体制の構築・明示 】 

◇ 五疾病五事業ごとに、必要な医療機能（目標、医療機関に求められる事項等）と各医療機能を担う医療機関の名称を医療計
画に記載し、地域の医療連携体制を構築。 

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住民や患者が地域の医療機能を理解。 

◇ 指標により、医療資源・医療連携等に関する現状を把握した上で課題の抽出、数値目標を設定、施策等の策定を 
  行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う（疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進）。 

 

※ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。 
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＜地域包括ケアシステム＞ 
（人口１万人の場合） 

通院 

訪問介護 
・看護 

・グループホーム 
（16→37人分） 
・小規模多機能 
（0.25か所→２か所） 
・デイサービス など 

退院したら 

住まい 

自宅・ケア付き高齢者住宅 

老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援 等 

生活支援・介護予防 

医療 
介護 

・在宅医療等 
（１日当たり 
 17→29人分） 
・訪問看護 
（１日当たり 
 2９→49人分） 

・24時間対応の定期
巡回・随時対応サー
ビス（15人分） 

・介護人材
(207→ 
356～375人) 

通所 

在宅医療 
・訪問看護 

※地域包括ケアは、
人口１万人程度の
中学校区を単位と
して想定 

※数字は、現状は2011年、目標は2025年のもの 

■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化 
■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築 

どこに住んでいても、その人にとって適切な
医療・介護サービスが受けられる社会へ 

改革のイメージ 

病気になったら 

・医療から介護への 
 円滑な移行促進 
・相談業務やサービス 
 のコーディネート 

元気でうちに 
帰れたよ 

亜急性期・回復期
リハビリ病院 

救急・手術など高度医療 

集中リハビリ 
→早期回復 

早期退院 

（人員１.6倍 
  ～2倍） 

急性期病院 

日
常
の
医
療 

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割 
 分担が進み、連携が強化。 
・発症から入院、回復期、退院までスムーズ 
 にいくことにより早期の社会復帰が可能に 

包括的 
マネジメント 

  
  ・在宅医療連携拠点 
  ・地域包括 
   支援センター  
  ・ケアマネジャー 
  

かかりつけ医 

地域の連携病院 

在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築 
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